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資料 No.1 

 

令和６年賃金改定状況調査結果 

 

＜調査の概要＞ 

 

１．調査の地域 全国 

 

２．調 査 産 業 日本標準産業分類（平成 25年 10 月改定）に基づく次の産業 

（ア）製造業 

（イ）卸売業，小売業 

（ウ）学術研究，専門・技術サービス業 

（エ）宿泊業，飲食サービス業 

（オ）生活関連サービス業，娯楽業 

（カ）医療，福祉 

（キ）サービス業（他に分類されないもの） 

 

３．調査事業所 

（１）数 16,373 事業所 

（２）選定の方法 

事業所母集団データベース（令和３年次フレーム（確報））を母集団とし、常用労働者

数が 30 人未満の企業に属する民営事業所から、都道府県別、産業別、事業所規模別（※）

に層化無作為抽出により選定。ランク別、調査産業計において１人１時間あたり賃金上昇

率の標準誤差が 0.20％となるよう標本サイズを決定。ランク内の都道府県別、産業別、事

業所規模別の配分は母集団事業所数の構成比率で配分。 

※ 産業は上記２に掲げる７つの産業で、事業所規模は１～９人と 10～29 人で区分。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．集計労働者 29,463 人 

  （うち、令和５年６月と令和６年６月の両方に在籍していた労働者は 24,639 人（83.6％）） 

 

５．調 査 事 項〔基準となる期日又は期間〕 

（１）事業所に関する事項 

イ 主要な生産品の名称又は事業の内容〔令和６年６月１日現在〕 

ロ 事業所の労働者数〔令和６年６月１日現在〕 

ハ 事業所の月間所定労働日数、通常労働日の１日の所定労働時間数〔令和６年６月分〕 

ニ 事業所の年間所定労働日数〔令和４年度分、令和５年度分〕 

ホ 賃金改定の状況〔令和６年１月～６月〕 

（２）労働者に関する事項 

イ 性、就業形態、年齢、勤続年数〔令和６年６月１日現在〕 

ロ 賃金形態〔令和５年６月分、令和６年６月分〕 

ハ 基本給額、諸手当〔令和５年６月分、令和６年６月分（見込額）〕 

ニ 月間所定労働日数、１日の所定労働時間数〔令和５年６月分、令和６年６月分〕 

 調査事業所数 集計事業所数 回収率 

A ランク 7,030 2,026 28.8％ 

B ランク 5,261 1,698 32.3％ 

C ランク 4,082 1,425 34.9％ 

合計 16,373 5,149 31.4％ 
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６．利用上の注意 

（１）集計結果は、抽出による標本誤差を含んでいる。 

（２）集計表中の空欄は、該当する数値がないことを示す。 

（３）集計表中の産業の掲載順序は、日本標準産業分類（平成 25 年 10 月改定）における産業

大分類のアルファベット順に基づいている。 

（４）各都道府県に適用される目安のランクは以下の通り。 

 

ランク 都道府県 

Ａ 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 

Ｂ 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、

長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、

広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡 

Ｃ 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、

鹿児島、沖縄 
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第１表　賃金改定実施状況別事業所割合

（％）

７月以降
も賃金改
定を実施
しない事
業所

７月以降
に賃金改
定を実施
する予定
の事業所

７月以降
も賃金改
定を実施
しない事
業所

７月以降
に賃金改
定を実施
する予定
の事業所

７月以降
も賃金改
定を実施
しない事
業所

７月以降
に賃金改
定を実施
する予定
の事業所

７月以降
も賃金改
定を実施
しない事
業所

７月以降
に賃金改
定を実施
する予定
の事業所

100.0 42.3 0.9 39.2 17.6 100.0 44.2 1.1 40.0 14.7 100.0 39.0 1.3 40.1 19.6 100.0 48.6 0.2 36.0 15.2

100.0 43.4 0.5 41.6 14.6 100.0 46.0 1.2 35.7 17.1 100.0 42.4 0.4 43.9 13.3 100.0 53.5 0.0 27.7 18.9

100.0 42.4 0.9 37.1 19.6 100.0 40.7 1.8 31.7 25.8 100.0 41.8 1.1 37.6 19.4 100.0 49.4 1.5 36.5 12.5

100.0 42.8 0.7 40.1 16.4 100.0 44.7 1.2 37.1 16.9 100.0 41.1 0.8 41.6 16.5 100.0 50.6 0.3 32.7 16.4

Ｒ
５
年

100.0 43.5 0.7 38.4 17.4 100.0 45.1 0.8 34.9 19.2 100.0 39.7 0.9 38.9 20.5 100.0 51.0 0.9 36.0 12.2

７月以降
も賃金改
定を実施
しない事
業所

７月以降
に賃金改
定を実施
する予定
の事業所

７月以降
も賃金改
定を実施
しない事
業所

７月以降
に賃金改
定を実施
する予定
の事業所

７月以降
も賃金改
定を実施
しない事
業所

７月以降
に賃金改
定を実施
する予定
の事業所

７月以降
も賃金改
定を実施
しない事
業所

７月以降
に賃金改
定を実施
する予定
の事業所

100.0 28.5 0.0 51.9 19.5 100.0 32.6 1.8 48.4 17.2 100.0 61.8 0.3 19.4 18.5 100.0 43.5 1.2 40.3 14.9

100.0 32.4 0.7 49.8 17.0 100.0 28.7 0.0 61.4 9.9 100.0 63.5 0.0 22.3 14.2 100.0 39.7 0.7 46.7 12.9

100.0 33.9 0.0 43.5 22.5 100.0 28.7 1.7 48.5 21.1 100.0 64.4 0.5 17.9 17.2 100.0 38.3 0.5 45.4 15.7

100.0 31.2 0.4 49.7 18.8 100.0 30.3 0.9 54.5 14.3 100.0 62.9 0.2 20.5 16.4 100.0 40.9 0.8 44.2 14.0

Ｒ
５
年

100.0 34.6 0.2 46.7 18.5 100.0 34.1 1.0 49.5 15.3 100.0 62.3 0.3 21.4 16.0 100.0 42.1 1.2 45.2 11.5

計

ランク

Ａ

Ｂ

Ｃ

学術研究, 専門・技術サービス業

生活関連サービス業, 娯楽業

産業計 製造業 卸売業，小売業

宿泊業，飲食サービス業 医療，福祉

１～６月
に賃金引
上げを実
施した事

業所

１～６月
に賃金引
下げを実
施した事

業所

１～６月に賃金改定を
実施しない事業所

計 計

１～６月
に賃金引
上げを実
施した事

業所

１～６月
に賃金引
下げを実
施した事

業所

１～６月に賃金改定を
実施しない事業所

計

ランク

Ａ

Ｂ

Ｃ

１～６月
に賃金引
下げを実
施した事

業所

１～６月に賃金改定を
実施しない事業所

計

計

１～６月
に賃金引
上げを実
施した事

業所

１～６月
に賃金引
下げを実
施した事

業所

１～６月に賃金改定を
実施しない事業所

計

サービス業（他に分類されないもの）

１～６月
に賃金引
上げを実
施した事
業所

１～６月
に賃金引
下げを実
施した事
業所

１～６月に賃金改定を
実施しない事業所

１～６月
に賃金引
上げを実
施した事
業所

１～６月
に賃金引
下げを実
施した事
業所

１～６月に賃金改定を
実施しない事業所

１～６月
に賃金引
上げを実
施した事

業所

１～６月
に賃金引
下げを実
施した事

業所

１～６月に賃金改定を
実施しない事業所

計

１～６月
に賃金引
上げを実
施した事

業所

計

１～６月
に賃金引
上げを実
施した事

業所

１～６月
に賃金引
下げを実
施した事

業所

１～６月に賃金改定を
実施しない事業所

計
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（％）

産業計 製造業
卸売業,
小売業

学術研
究,
専門・
技術
サービ
ス業

宿泊業,
飲食
サービ
ス業

生活関
連サー
ビス業,
娯楽業

医療,
福祉

サービ
ス業
（他に
分類さ
れない
もの）

産業計 製造業
卸売業,
小売業

学術研
究,
専門・
技術
サービ
ス業

宿泊業,
飲食
サービ
ス業

生活関
連サー
ビス業,
娯楽業

医療,
福祉

サービ
ス業
（他に
分類さ
れない
もの）

産業計 製造業
卸売業,
小売業

学術研
究,
専門・
技術
サービ
ス業

宿泊業,
飲食
サービ
ス業

生活関
連サー
ビス業,
娯楽業

医療,
福祉

サービ
ス業
（他に
分類さ
れない
もの）

4.7 4.5 5.1 4.5 5.0 5.6 3.7 4.8 -12.0 -7.3 -17.8 -1.5 -7.8 -27.5 -1.4 1.9 1.9 1.8 2.2 1.4 1.7 2.2 2.1

4.5 4.2 5.1 4.8 4.1 5.0 3.9 4.1 -10.8 -13.7 -22.4 -1.1 -0.0 1.9 1.8 2.1 2.5 1.3 1.4 2.5 1.6

4.5 3.4 4.4 3.9 6.0 4.7 4.4 4.6 -9.2 -6.6 -10.8 -20.2 -2.7 -12.0 -1.8 1.8 1.2 1.7 1.6 2.0 1.3 2.7 1.8

4.6 4.3 5.0 4.5 4.7 5.3 3.9 4.5 -11.1 -10.2 -17.5 -12.3 -1.1 -6.6 -22.8 -0.8 1.9 1.8 1.9 2.3 1.5 1.5 2.4 1.8

Ｒ
５
年

4.3 4.2 4.4 4.8 4.5 5.3 3.5 4.2 -14.2 -13.2 -15.0 -2.3 -34.0 -35.8 -0.8 -5.8 1.8 1.8 1.6 2.4 1.5 1.4 2.2 1.7

（注）空欄は該当する数値がないことを示す。

Ａ

Ｂ

Ｃ

計

第２表　事業所の平均賃金改定率

賃金引上げ実施事業所 賃金引下げ実施事業所 賃金改定実施事業所及び凍結事業所の合計

ランク
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第３表　事業所の賃金引上げ率の分布の特性値

第１・
四分位数

中位数
第３・

四分位数
分散係数

第１・
四分位数

中位数
第３・

四分位数
分散係数

第１・
四分位数

中位数
第３・

四分位数
分散係数

第１・
四分位数

中位数
第３・

四分位数
分散係数

（Q１）  （Q２） （Q３） （Q１）  （Q２） （Q３） （Q１）  （Q２） （Q３） （Q１）  （Q２） （Q３）

1.5 3.2 5.0 0.55 1.5 3.0 5.0 0.58 1.6 3.2 5.2 0.56 2.2 3.5 5.0 0.40

1.6 3.2 5.2 0.56 1.8 3.0 5.0 0.53 1.9 3.5 5.6 0.53 2.0 3.5 5.5 0.50

1.5 3.2 5.5 0.63 1.1 3.0 5.0 0.65 1.7 3.2 5.3 0.56 2.0 3.2 5.0 0.47

1.6 3.2 5.2 0.56 1.6 3.0 5.0 0.57 1.7 3.4 5.3 0.53 2.0 3.5 5.2 0.46

Ｒ
５
年

1.3 2.9 5.0 0.64 1.6 3.0 5.0 0.57 1.4 3.0 5.0 0.60 1.5 3.0 5.7 0.70

第１・
四分位数

中位数
第３・

四分位数
分散係数

第１・
四分位数

中位数
第３・

四分位数
分散係数

第１・
四分位数

中位数
第３・

四分位数
分散係数

第１・
四分位数

中位数
第３・

四分位数
分散係数

（Q１）  （Q２） （Q３） （Q１）  （Q２） （Q３） （Q１）  （Q２） （Q３） （Q１）  （Q２） （Q３）

1.8 4.1 7.0 0.63 1.3 3.1 8.0 1.08 1.5 2.7 4.5 0.56 1.5 3.2 5.1 0.56

1.0 3.7 5.9 0.66 1.9 3.8 6.7 0.63 1.4 2.5 5.1 0.74 1.7 3.6 5.0 0.46

2.6 4.5 8.0 0.60 1.5 3.7 5.8 0.58 1.4 3.0 5.4 0.67 2.0 3.0 5.0 0.50

1.2 4.0 6.7 0.69 1.5 3.5 8.0 0.93 1.4 2.7 5.0 0.67 1.7 3.3 5.0 0.50

Ｒ
５
年

1.3 3.0 5.0 0.62 1.3 3.1 7.0 0.92 1.0 2.0 4.2 0.80 1.5 2.7 5.0 0.65

（注）１　特性値は、賃金引上げ実施事業所についてみたものである。

　×　１／２

Ａ

Ｂ

Ｃ

計

宿泊業，飲食サービス業 医療，福祉

　　　２　分散係数 ＝
第３・四分位数（Ｑ３）　－　第１・四分位数（Ｑ１）

中位数（Ｑ２）

Ａ

Ｂ

Ｃ

計

ランク

ランク

サービス業（他に分類されないもの）

学術研究, 専門・技術サービス業

生活関連サービス業, 娯楽業

産業計 製造業 卸売業，小売業

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

％ ％％％

％ ％％
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（円、％）

Ｒ５年
６月

Ｒ６年
６月

Ｒ５年
Ｒ５年
６月

Ｒ６年
６月

Ｒ５年
Ｒ５年
６月

Ｒ６年
６月

Ｒ５年
Ｒ５年
６月

Ｒ６年
６月

Ｒ５年
Ｒ５年
６月

Ｒ６年
６月

Ｒ５年
Ｒ５年
６月

Ｒ６年
６月

Ｒ５年
Ｒ５年
６月

Ｒ６年
６月

Ｒ５年
Ｒ５年
６月

Ｒ６年
６月

Ｒ５年

Ａ 1,601 1,637 2.2 2.3 1,645 1,677 1.9 1.7 1,641 1,670 1.8 2.3 1,838 1,875 2.0 2.6 1,261 1,306 3.6 2.8 1,452 1,484 2.2 1.1 1,615 1,655 2.5 1.8 1,728 1,756 1.6 3.2

Ｂ 1,383 1,416 2.4 2.0 1,432 1,469 2.6 2.3 1,377 1,409 2.3 1.5 1,705 1,724 1.1 2.1 1,140 1,165 2.2 2.4 1,249 1,288 3.1 2.3 1,443 1,475 2.2 1.9 1,430 1,467 2.6 1.3

Ｃ 1,253 1,287 2.7 2.1 1,232 1,274 3.4 2.2 1,270 1,298 2.2 2.2 1,554 1,602 3.1 0.9 1,071 1,094 2.1 2.2 1,107 1,146 3.5 3.4 1,255 1,296 3.3 1.8 1,410 1,444 2.4 1.6

計 1,454 1,488 2.3 2.1 1,493 1,528 2.3 2.1 1,464 1,495 2.1 1.9 1,756 1,787 1.8 2.2 1,177 1,210 2.8 2.6 1,315 1,351 2.7 1.8 1,487 1,523 2.4 1.9 1,547 1,580 2.1 2.2

Ａ 1,838 1,873 1.9 2.0 1,844 1,870 1.4 1.6 1,887 1,925 2.0 2.5 2,104 2,138 1.6 3.1 1,443 1,504 4.2 1.5 1,688 1,690 0.1 1.8 1,882 1,959 4.1 1.3 1,871 1,900 1.5 1.6

Ｂ 1,591 1,618 1.7 1.6 1,587 1,624 2.3 2.3 1,579 1,607 1.8 1.4 1,999 2,017 0.9 1.5 1,301 1,302 0.1 1.0 1,493 1,525 2.1 2.1 1,753 1,735 -1.0 1.2 1,602 1,635 2.1 0.8

Ｃ 1,418 1,460 3.0 1.6 1,393 1,437 3.2 1.9 1,406 1,437 2.2 2.0 1,776 1,827 2.9 0.3 1,189 1,239 4.2 2.3 1,228 1,283 4.5 3.3 1,448 1,494 3.2 0.1 1,529 1,577 3.1 1.3

計 1,669 1,701 1.9 1.8 1,666 1,699 2.0 1.9 1,673 1,706 2.0 2.0 2,028 2,058 1.5 2.2 1,350 1,384 2.5 1.3 1,536 1,559 1.5 2.1 1,763 1,795 1.8 1.1 1,699 1,732 1.9 1.2

Ａ 1,428 1,463 2.5 2.6 1,297 1,338 3.2 2.3 1,414 1,438 1.7 2.2 1,601 1,643 2.6 2.5 1,163 1,199 3.1 3.6 1,341 1,385 3.3 0.6 1,574 1,609 2.2 1.9 1,520 1,548 1.8 5.2

Ｂ 1,232 1,268 2.9 2.1 1,143 1,180 3.2 2.4 1,181 1,214 2.8 1.7 1,452 1,474 1.5 2.8 1,082 1,116 3.1 2.8 1,136 1,181 4.0 2.7 1,403 1,439 2.6 1.9 1,186 1,228 3.5 2.4

Ｃ 1,138 1,168 2.6 2.3 993 1,028 3.5 2.9 1,144 1,169 2.2 2.4 1,342 1,388 3.4 1.8 1,022 1,037 1.5 2.2 1,037 1,071 3.3 3.4 1,225 1,264 3.2 2.0 1,183 1,214 2.6 2.2

計 1,298 1,333 2.7 2.3 1,185 1,223 3.2 2.4 1,267 1,296 2.3 1.9 1,516 1,550 2.2 2.6 1,103 1,135 2.9 3.1 1,209 1,252 3.6 1.9 1,447 1,484 2.6 1.9 1,321 1,357 2.7 3.8

第４表①　一般労働者及びパートタイム労働者の賃金上昇率（男女別内訳）

１時間当たり
賃金額

賃金上昇率

男
　
　
女
　
　
計

男

生活関連サービス業, 娯楽業

１時間当たり
賃金額

賃金上昇率

サービス業（他に分類されないもの）

１時間当たり
賃金額

宿泊業，飲食サービス業 医療，福祉

賃金上昇率
１時間当たり

賃金額
賃金上昇率

女

性

ランク

学術研究, 専門・技術サービス業

１時間当たり
賃金額

賃金上昇率
１時間当たり

賃金額
賃金上昇率

１時間当たり
賃金額

産業計 製造業 卸売業，小売業

賃金上昇率
１時間当たり

賃金額
賃金上昇率
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（円、％）

Ｒ５年
６月

Ｒ６年
６月

Ｒ５年
Ｒ５年
６月

Ｒ６年
６月

Ｒ５年
Ｒ５年
６月

Ｒ６年
６月

Ｒ５年
Ｒ５年
６月

Ｒ６年
６月

Ｒ５年
Ｒ５年
６月

Ｒ６年
６月

Ｒ５年
Ｒ５年
６月

Ｒ６年
６月

Ｒ５年
Ｒ５年
６月

Ｒ６年
６月

Ｒ５年
Ｒ５年
６月

Ｒ６年
６月

Ｒ５年

Ａ 1,601 1,637 2.2 2.3 1,645 1,677 1.9 1.7 1,641 1,670 1.8 2.3 1,838 1,875 2.0 2.6 1,261 1,306 3.6 2.8 1,452 1,484 2.2 1.1 1,615 1,655 2.5 1.8 1,728 1,756 1.6 3.2

Ｂ 1,383 1,416 2.4 2.0 1,432 1,469 2.6 2.3 1,377 1,409 2.3 1.5 1,705 1,724 1.1 2.1 1,140 1,165 2.2 2.4 1,249 1,288 3.1 2.3 1,443 1,475 2.2 1.9 1,430 1,467 2.6 1.3

Ｃ 1,253 1,287 2.7 2.1 1,232 1,274 3.4 2.2 1,270 1,298 2.2 2.2 1,554 1,602 3.1 0.9 1,071 1,094 2.1 2.2 1,107 1,146 3.5 3.4 1,255 1,296 3.3 1.8 1,410 1,444 2.4 1.6

計 1,454 1,488 2.3 2.1 1,493 1,528 2.3 2.1 1,464 1,495 2.1 1.9 1,756 1,787 1.8 2.2 1,177 1,210 2.8 2.6 1,315 1,351 2.7 1.8 1,487 1,523 2.4 1.9 1,547 1,580 2.1 2.2

Ａ 1,827 1,867 2.2 2.2 1,828 1,856 1.5 1.5 1,886 1,919 1.7 1.9 1,934 1,980 2.4 2.5 1,567 1,652 5.4 1.2 1,668 1,705 2.2 1.8 1,751 1,801 2.9 2.2 1,898 1,933 1.8 3.4

Ｂ 1,543 1,571 1.8 2.0 1,519 1,553 2.2 2.5 1,558 1,588 1.9 1.8 1,801 1,814 0.7 1.8 1,423 1,405 -1.3 2.7 1,428 1,444 1.1 2.5 1,504 1,533 1.9 1.6 1,548 1,587 2.5 1.2

Ｃ 1,366 1,407 3.0 1.9 1,321 1,366 3.4 2.1 1,383 1,423 2.9 2.0 1,621 1,668 2.9 1.2 1,249 1,271 1.8 1.5 1,224 1,249 2.0 2.9 1,309 1,355 3.5 1.7 1,459 1,503 3.0 1.2

計 1,629 1,664 2.1 2.0 1,610 1,644 2.1 2.1 1,658 1,690 1.9 1.9 1,847 1,881 1.8 2.1 1,455 1,486 2.1 2.2 1,502 1,526 1.6 2.2 1,562 1,601 2.5 1.8 1,669 1,708 2.3 2.3

Ａ 1,281 1,309 2.2 2.6 1,178 1,223 3.8 2.7 1,245 1,269 1.9 3.2 1,437 1,440 0.2 3.2 1,137 1,167 2.6 3.5 1,228 1,253 2.0 -0.2 1,477 1,507 2.0 1.6 1,347 1,360 1.0 2.3

Ｂ 1,131 1,171 3.5 1.7 1,113 1,161 4.3 1.7 1,056 1,093 3.5 0.9 1,281 1,324 3.4 3.3 1,056 1,094 3.6 2.3 1,091 1,150 5.4 2.1 1,353 1,389 2.7 2.4 1,118 1,148 2.7 1.2

Ｃ 1,054 1,077 2.2 2.5 940 972 3.4 2.3 1,074 1,081 0.7 2.7 1,109 1,166 5.1 -1.1 987 1,011 2.4 2.5 963 1,020 5.9 4.4 1,159 1,190 2.7 1.9 1,194 1,184 -0.8 3.3

計 1,185 1,218 2.8 2.1 1,125 1,168 3.8 2.1 1,134 1,162 2.5 2.1 1,351 1,373 1.6 3.0 1,077 1,111 3.2 2.7 1,132 1,178 4.1 1.4 1,388 1,421 2.4 1.9 1,227 1,246 1.5 1.5

第４表②　一般労働者及びパートタイム労働者の賃金上昇率（一般・パート別内訳）

１時間当たり
賃金額

賃金上昇率

一
般
パ
ー

ト
計

一
般

サービス業（他に分類されないもの）

１時間当たり
賃金額

医療，福祉

賃金上昇率
１時間当たり

賃金額
賃金上昇率

１時間当たり
賃金額

賃金上昇率

パ
ー

ト

就業
形態

ランク

学術研究, 専門・技術サービス業 生活関連サービス業, 娯楽業

１時間当たり
賃金額

賃金上昇率
１時間当たり

賃金額
賃金上昇率

１時間当たり
賃金額

賃金上昇率
１時間当たり

賃金額

産業計 製造業 卸売業，小売業 宿泊業，飲食サービス業

賃金上昇率
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（円、％）

Ｒ５年
６月

Ｒ６年
６月

Ｒ５年
Ｒ５年
６月

Ｒ６年
６月

Ｒ５年
Ｒ５年
６月

Ｒ６年
６月

Ｒ５年
Ｒ５年
６月

Ｒ６年
６月

Ｒ５年
Ｒ５年
６月

Ｒ６年
６月

Ｒ５年
Ｒ５年
６月

Ｒ６年
６月

Ｒ５年
Ｒ５年
６月

Ｒ６年
６月

Ｒ５年
Ｒ５年
６月

Ｒ６年
６月

Ｒ５年

Ａ 1,611 1,655 2.7 2.4 1,653 1,698 2.7 2.4 1,654 1,696 2.5 2.0 1,842 1,891 2.7 3.1 1,274 1,317 3.4 3.8 1,451 1,490 2.7 1.6 1,620 1,667 2.9 2.3 1,744 1,784 2.3 2.2

Ｂ 1,391 1,431 2.9 2.4 1,441 1,483 2.9 2.6 1,386 1,428 3.0 1.8 1,723 1,753 1.7 3.1 1,142 1,176 3.0 3.0 1,252 1,295 3.4 3.3 1,446 1,487 2.8 2.3 1,444 1,484 2.8 2.6

Ｃ 1,259 1,298 3.1 2.7 1,237 1,282 3.6 3.0 1,279 1,313 2.7 2.6 1,572 1,622 3.2 2.3 1,080 1,101 1.9 3.1 1,108 1,158 4.5 3.1 1,255 1,304 3.9 2.6 1,414 1,452 2.7 2.6

計 1,462 1,503 2.8 2.5 1,501 1,545 2.9 2.5 1,475 1,516 2.8 2.0 1,767 1,809 2.4 3.0 1,184 1,220 3.0 3.4 1,316 1,358 3.2 2.6 1,490 1,534 3.0 2.3 1,561 1,600 2.5 2.4

Ａ 1,852 1,898 2.5 2.2 1,849 1,895 2.5 2.2 1,902 1,950 2.5 1.7 2,106 2,151 2.1 2.8 1,477 1,531 3.7 2.9 1,688 1,714 1.5 2.1 1,910 1,965 2.9 2.6 1,885 1,926 2.2 2.2

Ｂ 1,599 1,639 2.5 2.3 1,598 1,643 2.8 2.6 1,587 1,634 3.0 1.8 2,016 2,045 1.4 3.1 1,290 1,306 1.2 2.0 1,484 1,522 2.6 3.7 1,781 1,801 1.1 2.3 1,609 1,649 2.5 2.4

Ｃ 1,429 1,474 3.1 2.5 1,399 1,450 3.6 2.9 1,414 1,455 2.9 2.6 1,799 1,844 2.5 2.0 1,215 1,263 4.0 2.5 1,232 1,290 4.7 3.5 1,453 1,494 2.8 1.5 1,541 1,583 2.7 2.4

計 1,680 1,723 2.6 2.3 1,674 1,720 2.7 2.4 1,684 1,730 2.7 1.9 2,038 2,076 1.9 2.8 1,363 1,400 2.7 2.4 1,532 1,569 2.4 2.9 1,787 1,826 2.2 2.4 1,709 1,750 2.4 2.3

Ａ 1,433 1,474 2.9 2.7 1,305 1,349 3.4 2.8 1,423 1,460 2.6 2.4 1,605 1,656 3.2 3.4 1,167 1,203 3.1 4.5 1,338 1,382 3.3 1.2 1,575 1,620 2.9 2.2 1,532 1,569 2.4 2.3

Ｂ 1,237 1,277 3.2 2.5 1,148 1,186 3.3 2.7 1,188 1,225 3.1 1.8 1,462 1,493 2.1 3.1 1,088 1,129 3.8 3.5 1,143 1,188 3.9 3.0 1,402 1,446 3.1 2.3 1,191 1,231 3.4 2.9

Ｃ 1,141 1,176 3.1 2.8 993 1,030 3.7 3.1 1,152 1,180 2.4 2.6 1,352 1,407 4.1 2.9 1,027 1,039 1.2 3.5 1,036 1,083 4.5 3.1 1,224 1,274 4.1 2.7 1,183 1,213 2.5 2.9

計 1,302 1,342 3.1 2.6 1,191 1,231 3.4 2.8 1,276 1,311 2.7 2.2 1,523 1,567 2.9 3.3 1,108 1,143 3.2 3.8 1,211 1,256 3.7 2.3 1,447 1,492 3.1 2.3 1,329 1,367 2.9 2.6

Ａ 1,836 1,885 2.7 2.4 1,833 1,879 2.5 2.3 1,895 1,941 2.4 1.8 1,934 1,985 2.6 3.1 1,604 1,665 3.8 2.6 1,669 1,715 2.8 2.4 1,758 1,813 3.1 2.7 1,910 1,960 2.6 2.3

Ｂ 1,547 1,587 2.6 2.5 1,530 1,571 2.7 2.7 1,558 1,604 3.0 1.8 1,809 1,837 1.5 3.1 1,400 1,419 1.4 3.1 1,423 1,452 2.0 3.9 1,510 1,548 2.5 2.4 1,562 1,604 2.7 2.3

Ｃ 1,371 1,418 3.4 2.7 1,326 1,375 3.7 3.0 1,389 1,434 3.2 2.6 1,636 1,687 3.1 2.6 1,250 1,282 2.6 2.1 1,225 1,269 3.6 3.0 1,311 1,366 4.2 2.8 1,468 1,512 3.0 2.2

計 1,635 1,680 2.8 2.4 1,619 1,662 2.7 2.6 1,662 1,708 2.8 1.9 1,852 1,894 2.3 3.0 1,458 1,497 2.7 2.7 1,500 1,538 2.5 3.0 1,568 1,615 3.0 2.6 1,683 1,728 2.7 2.3

Ａ 1,283 1,318 2.7 2.6 1,183 1,223 3.4 2.6 1,250 1,285 2.8 2.3 1,431 1,465 2.4 2.9 1,138 1,173 3.1 4.4 1,224 1,254 2.5 0.3 1,479 1,517 2.6 1.8 1,354 1,369 1.1 2.1

Ｂ 1,133 1,175 3.7 2.4 1,112 1,164 4.7 2.1 1,060 1,095 3.3 1.9 1,310 1,349 3.0 2.9 1,060 1,099 3.7 3.1 1,096 1,151 5.0 2.4 1,349 1,395 3.4 2.1 1,111 1,145 3.1 3.4

Ｃ 1,058 1,083 2.4 2.7 938 973 3.7 2.6 1,080 1,095 1.4 2.6 1,134 1,171 3.3 -0.8 992 1,008 1.6 3.8 962 1,021 6.1 3.6 1,155 1,190 3.0 1.8 1,194 1,210 1.3 3.9

計 1,187 1,224 3.1 2.4 1,126 1,171 4.0 2.3 1,140 1,172 2.8 2.2 1,361 1,397 2.6 2.7 1,081 1,116 3.2 3.8 1,132 1,178 4.1 1.6 1,387 1,428 3.0 1.9 1,226 1,250 2.0 2.8

（資料注）第４表①、②の集計労働者29,463人のうち、本表の集計対象となる令和５年６月と令和６年６月の両方に在籍していた労働者は24,639人（83.6％）。

パ
ー

ト

男

女

一
般

１時間当たり
賃金額

計

賃金上昇率
１時間当たり

賃金額
賃金上昇率

１時間当たり
賃金額

賃金上昇率
１時間当たり

賃金額
賃金上昇率

１時間当たり
賃金額

賃金上昇率

第４表③　一般労働者及びパートタイム労働者の賃金上昇率（令和５年６月と令和６年６月の両方に在籍していた労働者のみを対象とした集計）

性

就業
形態

ランク

産業計 製造業 卸売業，小売業 学術研究, 専門・技術サービス業 宿泊業，飲食サービス業 生活関連サービス業, 娯楽業 医療，福祉 サービス業（他に分類されないもの）

１時間当たり
賃金額

賃金上昇率
１時間当たり

賃金額
賃金上昇率

１時間当たり
賃金額

賃金上昇率
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参考１　賃金引上げの実施時期別事業所数割合

（％）

変わらない 早　い 遅　い その他

100.0 79.4 8.5 1.7 10.5

100.0 76.4 9.8 2.6 11.3

100.0 73.7 13.0 2.0 11.3

100.0 77.2 9.7 2.2 11.0

Ｒ
５
年

100.0 76.2 9.2 1.7 12.8

（注）「その他」には、前年には賃金引上げを実施しなかった事業所や、

　　　会社の設立が前年のため賃金引上げを行うのは今年が初めてである事業所が該当する。

Ｃ

計

１～６月に
賃金引上げを
実施した事業所

賃金引上げの実施時期は、昨年と比較して

ランク

Ａ

Ｂ
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（％）

計 事由１ 事由２ 事由３ 事由４ 事由５ 計 事由１ 事由２ 事由３ 事由４ 事由５ 計 事由１ 事由２ 事由３ 事由４ 事由５ 計 事由１ 事由２ 事由３ 事由４ 事由５

100.0 19.5 3.2 16.8 52.2 8.4 100.0 21.5 1.3 17.7 55.4 4.0 100.0 22.7 4.2 14.0 53.2 5.9 100.0 17.3 1.5 12.8 57.5 10.9

100.0 17.2 2.9 17.2 56.8 5.9 100.0 24.1 2.5 12.3 55.3 5.8 100.0 16.5 1.6 21.0 55.8 5.0 100.0 24.6 10.4 7.9 51.6 5.6

100.0 23.4 2.5 18.6 46.8 8.6 100.0 30.8 4.0 19.5 35.6 10.0 100.0 25.5 2.5 17.4 48.5 6.0 100.0 11.7 4.5 21.5 53.0 9.3

100.0 18.9 2.9 17.2 53.7 7.3 100.0 23.7 2.2 15.3 53.4 5.4 100.0 20.1 2.7 17.8 53.8 5.5 100.0 19.5 5.1 11.8 54.8 8.8

Ｒ
５
年

100.0 19.7 2.4 13.5 55.4 9.1 100.0 23.0 2.9 12.9 51.7 9.6 100.0 22.9 2.4 14.2 51.3 9.2 100.0 14.8 2.9 13.1 61.6 7.6

計 事由１ 事由２ 事由３ 事由４ 事由５ 計 事由１ 事由２ 事由３ 事由４ 事由５ 計 事由１ 事由２ 事由３ 事由４ 事由５ 計 事由１ 事由２ 事由３ 事由４ 事由５

100.0 14.0 2.1 25.7 47.0 11.2 100.0 12.4 2.2 15.1 58.6 11.6 100.0 31.2 7.5 17.9 33.2 10.2 100.0 14.7 3.0 11.5 61.5 9.3

100.0 16.1 3.1 21.5 53.0 6.2 100.0 8.1 0.0 14.5 71.5 5.9 100.0 24.4 2.1 15.3 45.7 12.5 100.0 12.2 5.7 14.3 64.0 3.7

100.0 21.9 2.7 27.1 38.8 9.4 100.0 21.1 1.4 14.1 55.6 7.9 100.0 31.0 2.7 7.2 43.9 15.2 100.0 15.4 1.0 18.1 56.2 9.3

100.0 16.1 2.7 24.0 48.7 8.7 100.0 11.4 1.0 14.7 64.5 8.4 100.0 28.1 4.5 15.5 40.1 11.8 100.0 13.5 4.1 13.9 62.0 6.4

Ｒ
５
年

100.0 16.8 1.9 16.9 54.7 9.7 100.0 12.9 1.5 10.8 65.6 9.2 100.0 29.7 3.5 18.5 38.6 9.6 100.0 11.1 2.0 5.9 73.8 7.2

 （注）事由１　昨年同様、７月以降実施の予定

　　　事由２　昨年は１～６月に実施したが、今年は７月以降実施の予定

　　　事由３　昨年は実施したが、今年は凍結の予定

　　　事由４　昨年は実施していないし、今年も実施しない予定

　　　事由５　昨年は実施しなかったが、今年は７月以降実施の予定

参考２　事由別賃金改定未実施事業所割合

宿泊業，飲食サービス業 医療，福祉 サービス業（他に分類されないもの）

産　　業　　計 製　　造　　業 卸売業，小売業 学術研究, 専門・技術サービス業

生活関連サービス業, 娯楽業

ランク

Ａ

Ｂ

Ｃ

計

計

ランク

Ａ

Ｂ

Ｃ
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１　パートタイム労働者比率

（％）

令和５年 令和６年

39.5 40.1

２　男女別労働者数比率

（％）

令和５年 令和６年

男性 42.1 42.2

女性 57.9 57.8

３　年間所定労働日数（事業所平均）

（日）

令和４年度 令和５年度

241.5 241.6

付表　労働者構成比率及び年間所定労働日数
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生活保護と最低賃金

資料No.2

13
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和
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山
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根
大
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熊
本
山
形
佐
賀
長
崎
岩
手
高
知
鳥
取
秋
田
鹿
児
島

宮
崎
青
森
沖
縄

生活保護（生活扶助基準（１類費＋２類費＋期末一時扶助費）＋住宅扶助）と最低賃金

生活扶助基準（１類費＋２類費＋期末一時扶助費）人口加重平均＋住宅扶助実績値

最低賃金額×１７３．８×０．８０７

注１）生活扶助基準（１類費＋２類費＋期末一時扶助費）は１８～１９歳単身のものである。

注２）生活扶助基準は冬季加算を含めて算出。

注３）生活保護のデータ、最低賃金のデータともに令和４年度のものである。

注４）０．８０７は時間額８５３円で月１７３．８時間働いた場合の令和４年度の税・社会保険料を考慮した可処分所得の総所得に対する比率。

単位：円
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崎
岩
手
高
知
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取
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鹿
児
島

宮
崎
青
森
沖
縄

生活保護（生活扶助基準（１類費＋２類費＋期末一時扶助費）＋住宅扶助）と最低賃金

生活扶助基準（１類費＋２類費＋期末一時扶助費）人口加重平均＋住宅扶助実績値

最低賃金額×１７３．８×０．８０７

注１）生活扶助基準（１類費＋２類費＋期末一時扶助費）は１８～１９歳単身のものである。

注２）生活扶助基準は冬季加算を含めて算出。

注３）生活保護のデータは令和４年度、最低賃金のデータは令和５年度のものである。

注４）０．８０７は時間額８５３円で月１７３．８時間働いた場合の令和４年度の税・社会保険料を考慮した可処分所得の総所得に対する比率。

単位：円

令和５年度最低賃金

改定額反映版
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令和４年度
データに基
づく乖離額

令和５年度
地域別最低
賃金引上げ額

最新の
乖離額

昨年度の
目安小委で
示した乖離額

（Ａ） （Ｂ）
（Ｃ）

（＝Ａ－Ｂ）
（Ｄ）

（Ｅ)
（＝Ｃ－Ｄ）

最低賃金の
引上げ

による影響額
（e①）

可処分所得
比率の変動
（0.816→0.807）
による影響額
（ｅ②）

生活扶助基準の
見直し、国勢調
査の更新による
影響額
（e③）

住宅扶助実績値
の増減による
影響額
（e④）

北 海 道 △168 40 △208 △178 △31 △40 8 0 1

青 森 △162 45 △207 △173 △35 △45 8 0 3

岩 手 △180 39 △219 △192 △27 △39 7 0 4

宮 城 △165 40 △205 △176 △30 △40 8 0 3

秋 田 △175 44 △219 △185 △34 △44 7 0 3

山 形 △170 46 △216 △179 △37 △46 8 0 2

福 島 △189 42 △231 △200 △31 △42 7 0 3

茨 城 △243 42 △285 △252 △33 △42 7 0 1

栃 木 △218 41 △259 △226 △34 △41 8 0 0

群 馬 △211 40 △251 △218 △33 △40 8 0 0

埼 玉 △192 41 △233 △201 △32 △41 9 0 1

千 葉 △209 42 △251 △219 △33 △42 9 0 1

東 京 △195 41 △236 △207 △30 △41 10 0 2

神 奈 川 △226 41 △267 △235 △32 △41 9 0 △1

新 潟 △191 41 △232 △201 △31 △41 8 0 2

富 山 △243 40 △283 △253 △30 △40 7 0 3

石 川 △200 42 △242 △210 △33 △42 8 0 2

福 井 △219 43 △262 △230 △32 △43 7 0 4

山 梨 △246 40 △286 △254 △32 △40 7 0 1

長 野 △231 40 △271 △240 △31 △40 7 0 1

岐 阜 △221 40 △261 △231 △31 △40 8 0 2

静 岡 △219 40 △259 △228 △30 △40 8 0 2

愛 知 △249 41 △290 △258 △32 △41 8 0 1

三 重 △259 40 △299 △270 △29 △40 7 0 3

滋 賀 △225 40 △265 △236 △29 △40 8 0 3

京 都 △191 40 △231 △199 △32 △40 9 0 0

大 阪 △227 41 △268 △236 △32 △41 9 0 0

兵 庫 △191 41 △232 △200 △32 △41 8 0 0

奈 良 △201 40 △241 △210 △30 △40 8 0 2

和 歌 山 △216 40 △256 △225 △31 △40 7 0 1

鳥 取 △189 46 △235 △195 △40 △46 7 0 △1

島 根 △209 47 △256 △219 △37 △47 7 0 3

岡 山 △182 40 △222 △192 △30 △40 8 0 2

広 島 △193 40 △233 △202 △32 △40 8 0 0

山 口 △238 40 △278 △245 △33 △40 7 0 0

徳 島 △226 41 △267 △235 △32 △41 7 0 2

香 川 △204 40 △244 △212 △32 △40 7 0 0

愛 媛 △168 44 △212 △178 △34 △44 8 0 3

高 知 △196 44 △240 △204 △37 △44 7 0 0

福 岡 △196 41 △237 △205 △32 △41 8 0 1

佐 賀 △206 47 △253 △216 △38 △47 7 0 2

長 崎 △188 45 △233 △197 △37 △45 7 0 1

熊 本 △194 45 △239 △204 △35 △45 7 0 3

大 分 △201 45 △246 △210 △37 △45 7 0 1

宮 崎 △201 44 △245 △209 △36 △44 7 0 1

鹿 児 島 △204 44 △248 △212 △35 △44 7 0 2

沖 縄 △177 43 △220 △185 △35 △43 7 0 0

都道府県ごとの最低賃金と生活保護水準との乖離額変動の要因分析

乖離の変動額

※１　最低賃金と生活保護水準の乖離額は、「平成20年度地域別最低賃金額改定の目安について（答申）」の別紙１「平成20年度地域別最低賃金額改定
　　の目安に関する公益委員見解」において用いられた考え方により算出。
※２　最低賃金と生活保護水準との乖離額を算出するには、月額を時間額に換算する際などに端数処理を行うため、必ずしもE＝ｅ①＋ｅ②＋ｅ③＋e④
　　とならない。
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地域別最低賃金額、未満率及び影響率
１．地域別最低賃金額、未満率及び影響率（ランク別）の推移（平成26～令和５年度）

平成26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

７８０ ７９８ ８２３ ８４８ ８７４ ９０１ ９０２ ９３０ ９６１ １,００４
（16） （18） （25） （25） （26） （27） （1） （28） （31） （43）

未満率
（％） 2.5 2.1 4.2 2.3 2.4 1.7 2.4 1.9 2.2 2.1

影響率
（％） 9.3 12.8 14.5 14.5 15.3 20.5 4.5 17.4 20.4 23.4

未満率
（％） 1.6 1.4 1.6 1.3 1.5 1.7 1.5 1.7 1.6 1.6

影響率
（％） 5.2 6.0 8.6 9.8 12.3 14.2 3.4 14.9 18.9 20.5

未満率
（％） 1.8 2.2 2.0 1.3 1.7 1.5 1.8 1.7 1.5 2.1

影響率
（％） 6.6 6.9 8.6 9.6 12.7 13.9 4.5 15.4 17.1 20.1

未満率
（％） 1.8 1.9 1.5 1.4 1.4 1.2 1.8 1.5 1.7 －

影響率
（％） 6.2 7.4 10.1 10.3 13.3 11.6 6.9 15.9 19.4 －

未満率
（％） 2.0 1.9 2.7 1.7 1.9 1.6 2.0 1.7 1.8 1.9

影響率
（％） 7.3 9.0 11.1 11.9 13.8 16.3 4.7 16.2 19.2 21.6

資料出所：厚生労働省「最低賃金に関する基礎調査」（平成26～令和５年）

（注）１　地域別最低賃金額（以下単に「最低賃金額」という。）は、全国加重平均である。
　　　２　「未満率」とは、最低賃金額を改正する前に、最低賃金額を下回っている労働者割合である。
　　　３　「影響率」とは、最低賃金額を改正した後に、改正後の最低賃金額を下回ることとなる労働者割合である。
　　　４　各ランクは、各年における適用ランクであり、令和５年度より３ランクとなっている。
　　　５　各ランクの未満率、影響率については、加重平均である。

資料 No.3

Ｄランク

計

年度

地域別最低賃金額
（対前年度差）

Ａランク

Ｂランク

Ｃランク

-1-
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２．地域別最低賃金の未満率と影響率

(１)　都道府県別未満率と影響率（令和５年）
未満率（全国加重平均）　１．９％
影響率（全国加重平均）　２１．６％
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全

国

平

均

未満率 2.0 2.4 2.9 1.7 1.9 1.6 2.2 1.6 2.5 1.9 2.6 2.5 1.2 0.9 1.9 1.4 0.8 1.7 2.2 1.0 1.6 1.5 1.6 1.8 0.7 1.5 1.3 1.8 1.6 1.8 1.1 1.3 1.5 1.7 2.6 1.8 2.8 2.2 2.1 3.1 1.5 1.7 0.9 2.0 1.7 2.5 2.3 1.9

影響率 17.4 28.6 23.4 27.5 22.8 27.5 28.3 24.5 21.1 21.7 17.1 20.5 21.9 18.1 16.2 21.7 18.5 18.3 17.1 19.7 16.2 20.8 18.0 19.2 22.2 16.3 22.2 18.1 14.9 18.8 20.6 20.9 17.3 19.2 20.8 17.9 17.9 19.4 21.9 21.7 20.9 15.0 21.9 21.2 20.0 24.7 16.4 21.6

資料出所　厚生労働省「令和５年最低賃金に関する基礎調査」
（注１）事業所規模30人未満（製造業等は100人未満）を調査対象としている。
（注２）上記の影響率、未満率は、令和５年度の各地方最低賃金審議会の審議で使用された調査結果から算出した数値である。
　　　　表のうち「＊」のある県の数値は事業所数による復元を、「＊」のない県は労働者数による復元を行って集計したもの。
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(２)　賃金構造基本統計調査特別集計による未満率と影響率（令和５年）
未満率（全国加重平均）　２．４％
影響率（全国加重平均）　８．１％
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未満率 4.2 2.4 2.3 1.9 2.2 1.4 2.4 2.6 1.3 1.5 1.3 1.2 1.9 0.9 1.4 1.4 1.7 2.2 1.1 2.0 1.3 1.6 1.4 1.8 1.6 1.6 2.0 2.2 2.0 2.2 1.6 1.9 1.9 1.4 2.3 1.7 1.7 1.8 1.4 1.6 1.4 1.5 1.4 1.8 2.1 1.7 2.8 2.4

影響率 8.1 10.3 8.6 9.2 9.8 7.7 8.1 9.0 6.6 6.2 4.7 7.3 7.5 6.5 5.7 6.4 7.2 7.5 4.5 8.0 5.6 6.7 6.7 8.6 6.4 6.7 10.7 7.7 7.0 6.1 8.2 6.7 7.6 7.0 7.3 7.7 7.4 6.8 6.6 6.4 7.4 8.9 9.8 10.4 9.7 8.5 8.3 8.1

資料出所　厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
（注）１　事業所規模５人以上の民営事業所（５～９人の事業所については企業規模が５～９人の事業所に限る。）を対象としている。
　　　２　未満率及び影響率の算定の基礎となる賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を所定内実労働時間数で除したもの。
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資料No.4

賃金分布に関する資料

（都道府県別、ランク・総合指数順）

資料No.4-1　時間当たり賃金分布（一般労働者・短時間労働者計）　･･･１

資料No.4-2　時間当たり賃金分布（一般労働者）　･････････････････‥14

資料No.4-3　時間当たり賃金分布（短時間労働者）　･･･････････････‥27
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時間当たり賃金分布（一般・短時間計）

資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

1071円
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資料No. ４－１

資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

1023円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

986円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

987円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

984円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

960円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

968円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

911円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

944円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

908円

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

富山(B)

資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

930円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

927円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

913円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

895円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

883円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

898円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

933円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

891円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

900円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

878円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

892円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

888円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

896円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

888円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

908円

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

長野(B)

- 7- 27



資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

910円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

855円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

858円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

889円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

853円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

857円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

854円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

853円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

854円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

853円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

854円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

853円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

854円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

853円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

853円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

853円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

853円

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

沖縄(C)

- 13- 33



資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

1071円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

1023円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

986円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

987円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

984円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

960円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

968円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

911円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

944円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

908円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

930円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

927円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

913円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

895円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

883円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

898円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

933円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

891円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

900円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

878円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

892円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

888円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

896円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

888円

0
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

908円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

920円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

910円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

855円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

858円

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

福島(B)

- 21- 41



資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

890円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

889円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

853円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

857円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

854円

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

大分(C)

資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

853円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

854円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

853円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

853円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

854円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

853円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

854円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

853円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

853円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

853円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

853円

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

沖縄(C)

- 26- 46



資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

1071円
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資料No. ４－３

資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

1023円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

986円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

960円

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

兵庫(B)

資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

968円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

911円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

944円

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

静岡(B)

- 29- 49



資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

930円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

895円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

883円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

891円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

878円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

892円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

888円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

896円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

888円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

908円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

910円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

858円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

889円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

857円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

854円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

853円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

854円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

854円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

853円
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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宮崎(C)

資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

853円

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

青森(C)
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資料出所：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和４年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料 No.5 

 

最新の経済指標の動向 
（内閣府 月例経済報告（令和６年６月）主要経済指標） 

 

 Ⅰ 我が国経済                      

１  四半期別 GDP速報 

２  個人消費 

３  民間設備投資 

４  住宅建設 

５  公共投資 

６  輸出・輸入・国際収支 

７  生産・出荷・在庫 

８  企業収益・業況判断 

９  倒産 

１０ 雇用情勢 

１１ 物価 

１２ 金融 

１３ 景気ウォッチャー調査 

 

Ⅱ 海外経済                      

１  アメリカ 

２  アジア地域 

３  ヨーロッパ地域 

４  国際金融 
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